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１　地域政策の戦時停止期（１９３９～４４年）

　形成（端緒）期にあ った１９３０年代のイギリスにおける地域政策は多少の成果

をあげ始めた直後の１９３９年９月 ，第２次欧州大戦（そして第２次世界大戦）が勃

発し ，地域政策は十分に展開されることなく戦時＝国防経済に移行した。周知

のように現代における列強問の戦争は国民経済のすべての資源を総動員した総

力戦であり ，かくしてイギリスの失業率はアメリカなど爾余の諸国と同様に国
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
防経済への移行とともに急減し次第に完全雇用水準に到達した。すなわち，戦

争勃発直前の３９年６月の失業率は６．４％（１２７．Ｏ万人）であ ったが，４０年６月に

は３．１％（６４．５万人）に半減し４１年９月には１．５％水準に下落し，さらに戦時総

動員体制のピーク時である４３年６月にはＯ．３％（６．０万人）といういわゆる “超

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５５５）



　１２０　　　　　　　　　　立命館経済学（第４０巻 ・第４号）

完全雇用（ｏｖ・・ｆｕｌ１・ｍｐ１０ｙｍ・ｎｔ）” 状態となり ，大戦終結時の４５年６月でさえ
　　　　　　　　　　　　２）Ｏ． ５％（１０．３万人）であ った 。

　こうして ，１９３０年代イギリスの全国的高失業下での地域間失業率の大きな格

差の存在と特定不況区域における構造的長期的失業問題は国防経済によっ てさ

しあたり解消した。だが，３０年代大不況の経験とケイノスによる資本主義救済

の処方隻の提出さらにその後の国防経済下における国民経済の国家管理の歴史

的経験は早くも１９４１年には開始された戦後経済復興計画の政策論議に重大な影

響を与え，その中で地域問題と地域政策も一つの重要な位置を占めたのである
。

か二る視点から分析すべき重要な点は，第１に１９４０年１月のバーロー 委員会報

告てあり ，第２に１９４４年５月の『雇用政策白書』であり ，さらにそれらと関連

して１９４５～６０年の地域政策の基礎をなす「１９４５年産業配置法」及ぴ「１９４７年都

市・ 農村計画法」の成立に結実していく政策思想の変化と行政機構の改革過程

である 。同時に，止目すべきことは爆撃目標となるのを回避し産業 ・工場を分

散するという対独軍事戦略に規定された国防経済下での軍需産業を中心にした

産業立地政策が１９３０年代の特別区域を抱えるイギリスの北部 ・西部の北東 ・ス

コソトラント ・ウェールス３地域に相対的に傾斜したことてあり ，この事実が

戦後初期の地域政策の展開と成果に決定的影響を与えたことである 。

　　１）“完全雇用”水準なる概念を戦後経済復興に関する論議のなかでミード
　　　（Ｊａｍｅｓ　Ｍｅａｄｅ） ，ロヒノス（Ｌ１ｏｎｅ１Ｒｏｂｍｓ）及ぴケイノスが一致して確信して

　　　いた賃金と物価の悪循環が発生する失業率ないし「実行可能な最低失業水準」

　　　（ ‘ｍｍｍｕｍ　ｐｒａｃｔ１ｃａｂｌｅ１ｅｖｅｌ　ｏｆ　ｕｎｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔ’）と見傲した５％，またはヘヴ ァ

　　　リッ ジ・ ケイ：■ジアンの３％の状態と規定するならぽ，戦時イギリスの場合には

　　　暦年基準で１９４０年ないし４１～４５年の５～６年間は完全雇用状態を持続したことに

　　　なる（ＧＨＣｏ１ｅ（１９５６），丁加Ｐ０３←〃〃Ｃｏ〃娩ｏ〃 げＢブ吻叫Ｒ
ｏｕｔｌｅｄｇｅ ＆

　　　Ｋｅｇａｎ　Ｐａ阯，ｐ５３ ，Ｒ　Ｊｏｎｅｓ（１９８７），Ｗ如３５伽４亙刎〃ｏツ刎３〃ＰｏＺ”ツ１９８６
－

　　　 １９８５，Ａｌ１ｅｎ ＆Ｕｎｗｍ，Ｐ２１ ，Ｆｏｇａ血ｙ
，ｏク〃

，ＰＰ３４－５，４６－７ ，Ｂｏｏｔｈ
，ｏク〃 ，Ｐ

　　　１１８
．）。

　　２）Ｂｏｏｔｈ
，砂一６松， Ｐ． ４４．統計上の時系列比較可能性を確保するため失業率は労

　　　働人口に対する被保険登録失業老数の比率として計算した。因みに，１９３９年の失

　　　業率を被保険労働人口を分母として計算すると８．Ｏ％になる
。

（５５６）



　　　　　　　　現代イギリス地域政策の段階と特質（２）（若林）　　　　　　　 １２１

　皿 一１　『ハーロー委員会報告』（１９４０年１月）と戦後地域政策への影響

　前稿で言及したように，１９３７年３月 ，ボルドウ ィソ政府は特別区域修正法案

の審議に先立って産業立地政策に関する勅命委員会の任命を約束していた。同

年７月 ，チ ヱ：／ハレ：／（Ｎ…１１・ Ｃｈ・ｍｂ・・１・ｍ）内閣の下て元労働大臣＝ハーロー

　　　　　　　　　　　３）
卿（Ｓ １・ Ａ　Ｍｏｎｔ・ｇｕ・ Ｂａ・１ｏｗ）を議長とし１３名の委員で構成するｒ産業人口の配

置に関する勅命委員会」（ＲＯｙ・１Ｃｏｍｍ・…ｏｎ・ｎｔｈ・Ｄ１・ｔ・・ｂｕｔ・０ｎ・ｆｔｈ・Ｉｎｄｕ・位・・１

Ｐ・ｐｕ１・ｔ１・ｎ）か任命された
。ハ ーロー 委員会の報告書は１９３９年８月に完成した

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
が， 対独開戦のために印刷 ・公表されたのは翌４０年１月であ った。この報告書

は， 特に産業立地政策の地理的範囲とこれを統轄する中央行政機関の在り方を

めくっ て， 「多数派報告」 ，これに署名しなから留保条件を付けた「留保覚書」

及び「少数派報告」に分裂していた 。

　　　　　　　　　　　　５）
　「多数派報告」は，随所でこの委員会が設置される契機とな った１９３６年の特

別区域 コミッショ ナー＝スチ ュァート卿が第３次報告書で強調した点，すなわ

ち特別区域の諸問題を解決するためにはその対極に位置する最大の過密区域て

ある ロソドソ 区域（ロソドソ及びホーム ・カウソティーズからなる ロソドソ大都市圏

区域）の工業開発規制の必要性を認め，要旨，以下の５点に整理できると思わ

れる提案ないし勧告を行な った 。

　第１に，産業と人口の配置に影響力を行使する国家行動が必要であり ，その

ための中央行政機関（ｔｈ・Ｃ・ｎｔ・・１Ａｕｔｈ０岬）として国家産業委員会（Ｎ
・ｔｌｏｎ・ｌ

Ｉｎｄｕ・ｔｎａ１Ｂｏ・・ｄ）か設置されるへきであること 。

　第２に，その目的は，分散が望ましい過密都市区域を決定しそれらの区域か

らの産業と人口の分散と再開発の計画を作成し，さまざまな地域ないし区域に

おける産業の適切な多角化を通じて産業と人口の均衡のとれた配置を達成する

ことにあること 。

　第３に，こうした目的を達成するために，田園都市，衛星都市，産業団地の

開発や農村都市ないし地域中核都市の拡張を利用することを政策手段として検

討すること 。

　第４に，この問題に地域的に取り組むために地方行政府（Ｌ０・・ｌ　Ａｕｔｈｏｎｔ１・・）

　　　　　　　　　　　　　　　　（５５７）



　１２２　　　　　　　　　　立命館経済学（第４０巻 ・第４号）

に助成を供与するとともに，中央行政機関はすべての国土計画機構を検査する

権限をもつべきこと 。

　第５に，この行政機関は，産業立地と天然資源の利用に関する調査を所管し
，

特定区域の不況を予測し ，それが発生する前に開発を奨励することができるよ
　　　　　　６）
うにすること ，以上である 。

　「多数派報告」，３委員の「留保覚書」，さらに別の３委員の「少数派報告」

は国家行動の目的と既存の行政機構とは別個の中央行政機関の必要性では一致

しながら ，主としてこの行政機関に与える権限に関して一致しえなか った 。

「多数派報告」は商務大臣（Ｐ・ｅ・１
ｄ・ｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｂ

ｏ・・
ｄ　Ｏｆ　Ｔ・ａｄｅ）か関係各大臣（保健

相・ 労相 ・運輸相 ・スコットランド相）との協議を経て任命する議長と３名の委員

から構成される国家産業委員会を設置することを勧告した。この委員会は，調

査・ 助言 ・広報 ・年次報告機能はかりでなくロノトノ大都市圏区域における追

加工業用建築物を規制する執行権限をもち，かつこの権限は緊急勅令（Ｏ・ｄ
・・

ｍＣ・ｍ・１１）でその他の区域に拡張できるものとした。同時に，特別区域法にお

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）けるコミヅ！ヨ ナー機構を存続させ，国家産業委員会との協力関係を提起した 。

　「多数派報告」に署名しながら「留保覚書」を起草した３名の委員（Ｊ　Ｈ

ジョーンズ＝リーズ大学教授，Ｇ．肌トムソン 氏及びＷ．Ｅ．ホワイト卿）は，国家産業

委員会が急成長 ・過密区域と衰退区域の均衡的調整という国家行動の目的を達

成するためには産業開発の規制と誘導が必要であり ，その対象は当然 ロンドン

区域だけでなく全国に及ぶべきであり ，政府が爾余の地域の生活と労働に一層

有利な条件を創りだしそれによっ てロンドン周辺で就業先を捜す誘因を減殺す

ることが重要であるとした。したが ってまた，彼等は特別区域 コミッショ ナー

の権限は新設されるこの委員会に委譲し，委員会は実施計画の執行機関として
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
地域ないし地区機関をもつべきである ，としたのである 。

　「少数派報告」を起草した別の３名の委員（Ｌ．Ｐ．アバクロソビー＝ロソドソ大学

教授，Ｈ．Ｈ．エルヴィン 氏及びヒキンズ女史）は，「多数派報告」に署名しなか った

理由をこの報告が「問題の緊急性を十分積極的に明らかにせず，したか って抜

本的な改革に向けての主張に説得力を欠いている」点にあるとしたうえで，全

　　　　　　　　　　　　　　　　（５５８）



　　　　　　　　現代イギリス地域政策の段階と特質（２）（若林）　　　　　　　１２３

副こ亙る産業開発の合理的均衡を確保するためには独立した行政機関 ＝省庁

（ａ　ＧＯｖｅｍｍｅｎｔＤｅｐａ・ｔｍｅｎｔ）か必要であり ，それを欠いているためにこの２０年間

に亙る不況区域の悲劇，都市の過度の成長や農村地方の破滅が引き起こされた

のである ，と主張した。そして ，この新しい省は完全な執行権限をもっ て中央

・地方行政機構に組み込まれ，保健省の計画機能と若干の住宅供給機能 ・運輸

省の若干の計画機能を継承し，特別区域 コミソ！ヨ ナーの職務を移管され対象
　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）
区域を全国へ拡大すべきである ，とした 。

　こうした主として地域間の産業と人口の均衡のとれた配置と発展をめさす政

策が如何なる行政機構に担われるべきかという点をめぐる３者の意見の相違は ，

産業と人口の地域間配置の現状及ぴ政策とそれを扱う機構の不適当性を一致し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０）
て厳しく批判している共通点と比較して，カリソグワースが指摘し，またその

後の事態の経緯から判断して ，大した重要性をもたなか った，と評価しうる 。

　バーロー報告は大戦勃発直後に公表されたタイミングの悪さ故にさしあたり

政府部内の狭い範囲内にしか影響を与えなか ったといわれてはいるが，後述す

るように１９４１年から４５年に及ぶ戦後経済復興計画に関する重要な影響を与えた

文書の一つである 。その意味で ，ハーロー報告はイギリス地域政策の “画期的

な里程標”とな ったのであり ，か二る評価は管見の限りでイギリスにおける経
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１）
済地理学者や計画 ・行政学者のほ£一致した見方である 。

３）バーロー卿の経歴については，Ｌｏｅｂｌ
，ｏク６払， Ｐ． ３４９．を参照 。

４）Ｒ・ツ〃Ｃ・刎刎舳・… 　伽Ｄ・・伽６肋・・ げ伽１〃〃炊・〃Ｐ・〃脇・・ Ｒ功・〃

　（〃３Ｂ〃Ｚｏｚり Ｒ砂ｏ〃），Ｊａｎｕａｒｙ１９４０，Ｃｍｄ６１５３（邦訳，伊藤喜栄　小杉毅　森

　川滋 ・中島茂訳『イギリスの産業立地と地域政策 ：バーロー・ レポート』ミネル

　ヴ ァ書房，１９８６年）．これは，本文２４３べ 一ジと７７べ 一ジに亙る７項目の付録
　（ＡｐＰｅｎｄ１ｘ）で構成されているかなり膨大な報告書である 。本文は，ハーロー 議

　長を含む１０名の委員が署名したｒ多数派報告（Ｔｈｅ　Ｍ６ｊｏｒｉｔｙ　Ｒｅｐｏ血）」 ，多数派

　報告に署名したうえでの３名の委員によるｒ留保覚書（Ｎｏｔｅ　ｏｆ　Ｒｅｓｅｒｖａｔ１ｏｎｓ）」

　及び残りの３名の委員によるいわゆる「少数派報告」から構成されている 。本稿

　ではｒ多数派報告」の結論部分に当るｒ改善策（ＰＡＲＴ　ｌＶ．ＲＥＭＥＤＩＥＳ）」の

　勧告内容を中心に分析する（邦訳の該当箇所を掲示するか，訳文は筆者による）。

５）　ＢｏｒＺｏｗ　Ｒ砂ｏ〃，ＰＰ
．３８－４０（Ｐａｒａｓ．８６－７），８３－４　（Ｐａｒａｓ．１６８－７１），２００－１　（Ｐａｒａ

　　　　　　　　　　　　　　　（５５９）
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　　４２６）・邦訳，３７－８ ，７８－９ ，１９９べ 一ジ 。

　６）Ｂ〃Ｚｏ吻Ｒ砂ｏ〃，ＰＰ．２０１－７（Ｐａｒａｓ．４２８－３２）．邦訳 ，１９９－２０５ぺ 一ジ 。ｃ£Ａ．Ｊ．Ｏｄ
．

　　 ｂｅｒ（１９６５），Ｒ６ｇゴｏ舳１戸ｏ〃リ加Ｇ〃〃Ｂブ伽払ｆｒｏｍ： Ａズ伽Ｒ〃帥３Ｚｏ少舳３〃

　　戸ｒｏ”６刎３加Ｂブ伽加伽４工加Ｃｏ舳炉伽ｇグ〃６Ｃｏ舳刎ｏ〃 〃〃加仁Ａ ｒｅｐｏｒｔｐｒｅ －

　　 ｐａｒｅ
ｄ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ａｒｅａ　Ｒｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ａｄｍｍ１ｓｔｒａｔｌｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｕ　Ｓ　Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ　ｏｆ

　　Ｃｏｍｍｅｒｃｅ　ｂｙ　ｔｈｅ　Ｉｎｓｔ１ｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｉｎｄｕｓｔｒ１ａｌ　Ｒｅ１ａｔ１ｏｎｓ，Ｕｍｖ　ｏｆ　Ｃ ａ１１ｆｏｍａ　ａｔ　Ｌｏｓ

　　Ａｎｇｅ１ｓ
・Ｐ・３３５；Ｄ・Ｋｅｅ

ｂ１ｅ（１９７６），１〃４〃３加ｏＺ　Ｌｏ伽〃ｏ〃伽４Ｐあ舳加９加〃６

　　ひ〃伽ゴＫ加９ゴｏ刎，Ｍｅｔｈｕｅｎ
，Ｐ．２２２；Ｊ ．Ｂ．Ｃｕ１ｌｉｎｇｗｏｒｔｈ（１９８５），Ｔｏ閉伽６Ｃｏ伽 一

　　 なび戸加舳閉ｇ閉Ｂヅ吻刎（Ｔｈｅ　Ｎｅｗ　Ｌｏｃａ１Ｇｏｖｅｍｍｅｎｔ　Ｓｅｒ１ｅｓ
８），８ｔｈ　ｅｄ ，Ｇ

　　Ａ１１ｅｎ ＆Ｕｎｗｍ，ｐｐ８－１０ ，Ｌｅｅ，ｏ少６〃 ，ｐ１５６ ，ＭｃＣａ１１ｕｍ
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１０）　Ｃｕｕｍｇｗｏｒｔｈ
，ｏク〃 ，ＰＰ１１－２

１１）１９６０年代にイギリス地域政策の包括的な分析を試みたマクローンはバーロー 報

　　告を「イキリスの地域問題に関する思想の発展における里程標（１ａｎｄｍａｒｋ）で

　　あ った」（ｏ声６松ｐ．１０４）と評価し ，ラ１／ダールは「この報告は地域問題に関す

　　 る思想の発展における傑出した里程標（ａｎｏｕｔｓｔａｎｄｍｇＩａｎｄｍａｒｋ）であり ，戦

　　後期に大きな影響を与えた」（ｏ声６肱，ｐ．２３）と見なし ，カリングワースも「バ

　　 ーロー 報告は重要な歴史的里程標（ａｎ　ｍｐｏｒｔａｎｔ　ｌａｎｄｍａｒｋ）てあるはかりてな

　　く ，少なくとも四半世紀の間，若干の主要な勧告が計画政策の基礎として受け入

　　れられたが故に重要なのである」（ｏ声６批， Ｐ． ８）と高く評価した。ブラウ１／ ，ロ

　　 ー，マッカラムや ローブルもほ£ 同様である 。

　　　他方で，経済史家のブースは，「第２次大戦中に展開された政策措置が戦後政

　　策形成に ヨリ重要な影響を与えたのであり ，これと比較すれば１９３０年代の実験的

　　な特別区域計画やバ ーロー 報告の戦前的な急進的提言の重要性は劣る」（Ａ

　　Ｂｏｏｔｈ，Ｔｈｅ　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｗｏｒ１ｄ　Ｗａｒ　ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｏｒ１ｇｍｓ　ｏｆ　Ｍｏｄｅｍ　Ｒｅｇ１ｏｎａ１Ｐｏｌ１ｃｙ
，

　　亙６０〃ｏ刎ツ伽３８０６ゴ３

似Ｖ
ｏ１・１１ ，Ｎｏ．

１， Ｆｅｂ． １９８２
，Ｐ．１．〔以下では，２〃Ｗｏｒ〃

　　Ｗ分と略称する〕）と主張しながら ，それにも拘らず同時にマクローソの上述の

　　　　　　　　　　　　　　　　（５６０）
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評価に肯定的に言及している（ｏ声６杜， ｐ． ５）のである 。とはいえ，マクローソ

やブラウソ などこの問題を扱っているかなりの論者が国防経済下での国民経済及

び民間産業に対する国家の直接的で包括的な統制 ・管理の経験が戦後地域政策に

与えた重大な影響を見過ごしている ，とブース が厳しく批判している（０声６払，

ｐ． ４）点は首肯できるところであり ，本稿ではこの論点も分析する予定である 。

　皿 一２　第２次大戦期における軍事戦略的産業立地政策と特別区域

　第２次欧州大戦の勃発によっ て固有の意味の特別区域政策は中断された。し

かし皮肉なことに，３０年代には構造不況に陥 っていた特別区域の伝統産業は大

戦期間中にフル稼動の生産を持続し ，当該地域の失業率はいわぱ劇的な減少を

経験した 。

　国防経済下における産業経済の発展は極めて肢行的てあり ，兵器生産は鉄鋼

業・ 重機械工業に膨大な需要をもたらし，軍艦や輸送船需要は造船業を復活さ

せ， 弾薬生産は化学工業の高い生産水準を持続させた。しかし，国民経済 レベ

ルで失業率を劇的に減少させ “超完全雇用”状態を創りだしたのは何と言 って

も徴兵によっ て巨大化した軍隊の存在である 。すなわち，軍隊 ・婦人補助業務

及び常設の民間防衛隊（Ｃｉ・ｉ１Ｄｅｆｅｎ・ｅ）の総兵員は１９３９年６月の５６万人から国

防経済最盛期の４３年６月には５０９万人に膨れ上がり労働人口（２２２９万人）の１／４

近くに達していたのである 。さらに，広義の軍需産業（金属，機械，自動車，航

空機 ・その他車靹，造船 ・同修理業，金属製品，化学製品，爆薬，燃料油等）の就業

者は同じ期間中に３１１万人から５２３万人（狭義の軍需産業就業考は２５０万人）に増加

した。他方で ，広義の基礎産業といえる産業群（農業，鉱業，公務，公益事業 ，

運輸 ・海運等）は４６８万人から５０３万人へとほ£ 横這いで推移した。さらに，不

要不急の民需産業 ・軽工業（食料 ・飲料 ・タバ コ， 建設業，民需用機械，繊維 ・衣

料品，ブーツ ・靴，皮革，木材，紙，陶磁器 ・ガラス ・レソガ，流通業，金融，専門サ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２）
一ビス 等）の従業老は１０１３万人から６８６万人へと激減した 。

　したか って ，後述するように，政府 ・議会内外における戦後経済復興論議の

中で戦時動員の解除後に３０年代大不況か再来するのではないかという深刻な懸

念が頭をもたげたのは当然の成り行きであろう 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５６１）
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　ところで，こうした国民経済の破行的な展開の背景にはチャーチルに率いら

れた戦時挙国一致政府による国民経済の広範囲の直接統制かあ っぺ
すなわち ，

政府は軍需に強くシフトした民需との全面的な生産バランス 規制を目的として

原料（特に戦略物資）割当制を実施し ，輸出入 ・労働力配分 ・資本設備配分を

統制し，建築認証制度さらに消費者物価統制，配給制度を含む流通統制も実施
し走１

　この戦時経済統制が戦後地域政策の策定過程にとっ て重要なのは，１９４０～４４

年に繰り返されたドイツ 空軍によるイギリス 本土，就中，ロンドンやイングラ

１／ド東部 ・南部の沿岸地域への爆撃が，開戦当初から進められた婦女子 ・学童

の大量疎開とともに，軍需産業を中心にした膨大な数の工場 ・オフィスの爆撃

目標の遠隔地への移転ないし分散を推進するという軍事戦略的観点からの全土

を対象とする産業立地政策を強力に展開させることにた った点であ岩二

　一方で，特に１９４０年１０～１１月のドイツ 軍による激しい空爆が軍需生産に深刻

な打撃を与えた直後の翌４１年２月 ，商務省は「工場 ・倉庫 スベ ース 統制部」

（ｔｈ・Ｃ・ｎｔ・０１０ｆＦ・・ｔｏ・ｙ・ｎｄＳｔ０・ａｇｅ Ｓｐ・・ｅ）を設置し ，統制部は直ちに工場 ・倉

庫建物登記簿を収集し，こうした建物の調査 ・配分を地域毎に行なう管理権を

行使した。こうして ，か二る工場 ・倉庫スベ ースに対するすべての請求はこの

統制部を通じて行なわれることになり ，４１年７月に施行された「産業立地（制

限）令」（ｔｈｅＬｏ・・ｔ・ｏｎｏｆＩｎｄｕ・ｔ・ｙ［Ｒ・・ｔ・１・ｔ１０ｎ１Ｏ・ｄｅ・）の下で３０００平方 フィート

（２７９ｍ２）以上の建物を便用（建築許可自体は建設省の所管）する場合は事前に商

務省からの許可証取得を義務つけたのてある 。１９４４年初めには統制部は２億平

方フィート（１８６１万ｍ２）以上のスペ ースを割り当て ，この行政経験が平時（戦

後）の産業立地に影響力を行使する可能性を提供したのである。同時に，調達

省（ｔｈｅＭｌｍｓｔ・ｙｏｆＰｒｏｄｕｃｔ１ｏｎ）は生産能力部（Ｃ・ｐ・・１ｔｙＤ１ｖ１・１・ｎ）を設置し ，労

働供給が極めて逼迫している区域には政府調達物資の新規発注を防ぐ措置を講

じた。これらが爆撃目標外に位置し不況区域が集中し労働力余剰が存在する北

部（北東沿岸区域は微妙な位置にあり実際，特別区域政策により建設された国営ティー

ム渓谷産業団地は２回の空襲を受けた）および西部に軍需生産をシフトさせる結果

　　　　　　　　　　　　　　　　（５６２、
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　　　　　１６）
をもたらした 。

　この点を大戦初期の工業建設ブ ロジ ェクトの産業別地域別構成（商務省産業

開発年次調査［ＢＯａ・ｄｏｆＴ・・ｄｅ ’・ Ａｍｕａ１Ｓｕ・ｖ・ｙＯｆＩｎｄｕ・ｔｎａ１Ｄ・ｖ・１０ｐｍｅｎｔ１）で見たの

が表皿 一１である 。戦前の１９３３～３８年と１９３９年９月～４１年６月のプ ロジ ェクト

件数（推定雇用数１５～３５万人）を地域別に比較すると ，グレータ ・ロンドン を中

心とするイノグランド東部 ・南部で半減し（４７．２％〔〉２０ ．７％），マソチ ェスター

やマージィサイドを含む北西部（機械 ・食料 ・繊維 ・化学）とバーミンガム を中

心とするミッドランズ（機械 ・鉄鋼 ・衣料品 ・運搬機械）がかなり増加し，北東

部（鉄鋼 ・機械 ・食料）は２倍化，スコットラ１／ド（機械 ・鉄鋼）は２倍以上と

なり工業立地の北部 ・西部 シフトは明白とな っている 。また，産業的には機械

産業 ・非鉄金属が２倍化し，化学 ・鉄鋼 ・食料も数十％の水準で増加した。ウ

ヱールズの数字が極めて小さいのは次に検討する国営軍需工廠（Ｒ・ｙ・ｌＯ・ｄ
－

ｎ・ｎ・・ Ｆａ・ｔ・・１・・）か統計に含まれていないことと戦前に着手され開戦後に竣工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７）
したプ ロジ ェクトがかなりの件数に上ったという事情によるものである 。

　他方で，１９３５年から開始された再軍備計画の中で既に帝国防衛委員会（ｔｈ・

ＣＯｍｍ１仇ｅｅＯｆＩｍｐｅ・１ａ１Ｄｅｆｅｎｃｅ）は，同年，ロノトノ 及ぴその近郊の３つの国営

軍需工廠の安全な地への移転を勧告し，また陸軍省（Ｗ・・ Ｏ冊・ｅ）と海軍本部

（ｔｈ・Ａｄｍ１・・１ｔｙ）は新規国営軍需工廠をトイソ 空軍の爆撃範囲外の特別区域を含

む地域に立地しようとしていた。１９３７年には大蔵省は国防諸省に高失業区域に

軍需発注をするよう促し新規国営軍需工廠立地を特別区域政策とリソクさせよ

うとし ，大戦勃発前には新規軍需工場は軍事的技術的に可能な場合には高失業

区域に立地するという政策合意が成立していた。こうして ，中央政府は１９４２年

末までに国防予算から各種軍需工場建設に６億７５００万ポンドを投資した。すな

わち，軍需省（ｔｈ・Ｍｉｎｉ・ｔ・ｙ・ｆ　ＳｕｐＰ１ｙ）所管の国営軍需工廠に１億６１５０万ポソド
，

軍需省 ・航空機製作省（ｔｈ・Ｍｉｎｉ・位ｙ・ｆ　Ａｉ・…ｆｔＰ・・ｄｕ・ｔｉ・ｎ）所有の貸与工場

（・ｇ・ｎ・ｙ＆ ・ｈ・ｄＯｗ　ｆ・・ｔｏ・１・・＝民間企業経営）に２億２０００万ホ：／ト ，戦後に政府に

返還する予定の工場に２億８２００万ポソド ，さらに民間所有工場に１１５０万ポソド

である 。４２年８月に稼動中の４２の国営軍需工廠に３０万人が雇用されていたが ，

　　　　　　　　　　　　　　　　（５６３）
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雇用人員１万～２万５０００人に達するほとんどの大規模工廠はいわゆるセウァ１

＝ウォッシ ュ線（・１ｉｎ・ｆ・・ｍ　ｔｈ・Ｓ…ｍ　ｔ・ Ｗ・・ｈ）の北部及び西部に立地された

のである 。３０万人の労働老のうち６０％にも上る１８万人は婦女子であり ，平時に

は余り就業経験をもたない婦女子が４１年の就業登録令（ｔｈ・Ｒ・ｇ・・ｔ・・ｔ・ｏｎ・ｆ　Ｅｍ

　　　　　　　　　　　　　　　１８）
ｐ１０ｙｍｅｎｔ　 Ｏｒｄｅｒ）により徴用された

。

　　１２）　Ｂｏｏｔｈ，２〃４Ｗｏブ〃Ｗ乞れＰ．７；ｄｏ，ムブ〃あん１…：６０〃ｏ刎６６ Ｐｏ〃６ツ１９８１－４９，Ｐ
．４４；

　　　Ｆｏｇａ竹ｙ，ｏク６〃 ，ｐｐ４４－５１

　　１３）第２次世界大戦におけるイギリス 経済の全体像については，さしあたりＳ

　　　Ｐ
ｏｌ１ａｒｄ（１９８３），丁加Ｄ舳３Ｚｏ戸刎６〃 げ肋３Ｂブ〃３ん１１；６０〃ｏ刎ツ１９１４－１９８０，Ｅｄｗａｒｄ

　　　Ａｍｏ１辻Ｃｈａｐ５Ｔｈｅ　Ｂｎｔ１ｓｈ　Ｅｃｏｎｏｍｙ　ｍＴｏｔａ１Ｗａｒ，１９３９－１９４５，を参照 。

　　１４）　Ｆｏｇａ血ｙ，ｏク６〃 ，ＰＰ３９－４４，５１－２ ，Ｂｏｏｔｈ，２〃６Ｗ；ｏブ〃Ｗ；口れＰＰ７－８

　１５）Ｃｕ１１ｍｇｗｏｒｔｈ
，ｏ〃６〃 ，ＰＰ１２－３ ，ＤＷＰａｒｓｏｎｓ（１９８６），”３Ｐｏ〃伽１Ｅ６０

　　　 〃ｏ岬げＢブ〃曲Ｒ勿ｏ舳ＺＰｏ伽以ＣｒｏｏｍＨｅ１ｍ
，ＰＰ

．６３－４．因に，大戦中の疎開

　　　は約２５０万人と推定され，工場　オフィス 移転政策の結果とともに，１９３９年６月

　　　 ～４２年４月には 口：■ドソ を筆頭にイソクラノト東部　南東部の民間人の人口は

　　　１５６万人 ＝１１ ．４％も減少し，南西部 ・ミッドラソズ ・ウェールズなどに移住した

　　　（Ｆｏｇａ廿ｙ，ｏか６北，ｐｐ
．３９＿４４）。

　１６）　Ｆｏｇａれｙ，ｏク６批， ＰＰ ．５０－２；Ｂｏｏｔｈ，２〃６Ｗ；ｏ〃６Ｗ伽れづＰ．７，１１；Ｌｏｅｂ１
，ｏ声６松，

　　　ｐ．１９７；Ｐａｒｓｏｎｓ，ｏ声ｃ机， ｐｐ
．６３－４

　１７）　Ｆｏｇａ血ｙ，ｏ戸６〃 ，ＰＰ５４－ｇ

　１８）　Ｆｏｇａ血ｙ，ｏ戸ｃ批， ＰＰ
．４１ ，５２－３，５６－８；Ｌｏｅ

ｂ１
，ｏか６机， ＰＰ

．２２６－９

　皿 一３戦後経済復輿政策の形成過程と１９４４年『雇用政策白書』における地

　　　域政策の位置

　本節では，主として１９４１年から開始された戦後経済復興政策の形成過程とそ

の中での地域政策に関する論議の特徴，さらに『１９４４年雇用政策白書』の成立

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９）
経過とその中での戦後地域政策の方向つけについて検討したい，と考える 。

　　１９）戦後経済復輿計画の政策論議の総括的経過については，Ｂｏｏｔｈ，Ｂ肋曲Ｅ６０〃ｏ

　　　刎ゴ６ Ｐｏ伽１９３１一似Ｐ
ａｒｔ　Ｔｗｏ： Ｔｈｅ　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｗｏｒ１ｄ　Ｗａｒ；Ｐｏ１１ａｒｄ，

ｏ声 ６松
，

　　　Ｃｈａｐ５－Ｓｅｃ６Ｐ１ａｎｓ　 ｆｏｒ　Ｐｏｓｔ－ｗａｒ　Ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｏｏｎ，を参照 。

（５６５）



　１３０　　　　　　　　　　立命館経済学（第４０巻 ・第４号）

　皿 一３－１戦後経済復異政策形成過程における大蔵省と内閣官房経済部の対

立戦後復輿の論議は１９４０年８月の戦時内閣戦争目的委員会の設置に始まり
，

その流産の後，翌４１年１月には戦後復興委員会設置に続きその下に議長名を冠

した周知の「ベヴ ァリッ ジ委員会（杜会保険 ・関連サ ービス 委員会）」 ，国土計画

に関わる「ユスウォット委員会（土地開発補償 ・居住環境改善委員会）」や「スコ

ット委員会（農村区域土地利用委員会）」等とともに，戦後の財政 ・雇用政策を

論議する国内経済問題委員会（ｔｈｅ　Ｃｏｍｍ１仇…　ｎ　Ｐ・・トＷ・・Ｉｎｔ・ｍ・ｌ　Ｅ
・０ｎＯｍ・

Ｐ・ｏｂ１・ｍ・）か省庁間委員会として設置された。この委員会設置の契機にな った

のは１９４０年末にチャーチル首相の指示で内閣官房長官 ＝フリヅソス（Ｅｄｗａ・ｄ

Ｂｎｄｇｅｓ）が創設間もない中央経済情報部（ｔｈｅ　Ｃｅｎｔ・ａｌ　Ｅｃ０・ｏｍ１・Ｉ・ｆＯｍａｔ１０・

Ｓｅｍ・ｅ）を分割して中央統計局（ｔｈ・Ｃ・ｎｔ・・１Ｓｔ・ｏ・ｔ１・・１Ｏ舶・・）とともに新設した

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０）内閣官房経済部（ｔｈ・Ｅ・・ｎｏｍ・・
ｓｅ・ｔ１０ｎ・ｆ　ｔｈ・ｃ・ｂｍ・ｔ　Ｏ舶ｃ・）の副部長Ｊミート

が起草し，４１年７月に政府部内で回覧された「失業回避のための国内措置」

（Ｉｎｔ．ｍ．１Ｍ。。。ｕ。。。ｆ。。ｔｈ．Ｐ。。ｖ．ｎｕ・ｎ・ｆＵｎ・ｍｐ１ｏｙｍ・ｎｔ）と題する報告書てあ った 。

しかし ，本格的な論議か開始されたのはあのヘウァリヅソ報告か公表された４２

　　　　　　　　　　２１）
年１２月以降のことである 。

　戦後国内経済復興論議におげる基本的な対立の構図は１９４４年５月の『雇用政

策白書』の閣議承認後さえ戦前の平時単年度均衡予算原則に固執する大蔵省

（最後の有力なチ ェノハレノ 派といわれた大蔵大臣ウ ソト卿［Ｓｌｒ　Ｋｍｇｓ１ｅｙ　Ｗｏｏｄ

１９４０－４３１， 第一次官ホフキソス 卿［Ｓｌｒ　Ｒ
１ｃ

ｈａｒｄ　Ｈｏｐｋｍｓ１９４２－４５１及ぴヶソフリヅソ 大

学経済学講師［１９１９－２３１出身で大蔵省経済顧問のＨへ：／ターソソ［Ｈｕｂｅｒｔ　Ｈｅｎｄ
ｅｒｓｏｎ

１９３９－４４１）と反循環的（循環期間内均衝）予算を提唱するミードを中心とする内

閣官房経済部を基軸とし，そこに各省庁の利害か絡み合う形で展開された 。

　本稿では両者の論争の展開過程を逐一フォロー・ アッ プする余裕もないし必

要性も必ずしもないと思われるが，両者の主張を要約すれば次のようになる 。

大蔵省の見解は，まず戦後予算政策の核心は経済情勢に応じて年次償還率を調

整する減債基金にありしたが って戦時の追加的な重課税に対する減税と低利子

率を容認し均衡予算を維持すべきであるという１９３０年代のいわゆる正統派予算

　　　　　　　　　　　　　　　　（５６６）



　　　　　　　　現代イギリス地域政策の段階と特質（２）（若林）　　　　　　　１３１

政策の焼き直しであ った。そして戦後失業は資本財ないし輸出産業の急速で永

続的な縮小に原因かあり ，したが って地域的 ・構造的性格をもち随時特別の多

面的な具体的アプ ローチを必要とするが，本質的に必要なことは事業信認を維

持し産業効率化を奨励することであり ，かくして不均衝予算の無限定な継続は

信用を損ない究極的には安定と雇用を脅かす，とするものであ った。これに対

する経済部の見解は，雇用問題を本質的に財政支出維持問題と見傲し戦間期の

構造的失業の再現を回避するために労働力の効果的な流動化を想定し，消費に

影響を与える措置，特にミートは杜会保障分担金の変動的調整による自動的な

反循環的装置に期待した。同時に，不況を相殺する予算赤字と好景気時の予算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２）黒字により一定（循環）期間内で予算均衡を図ろうとするものであ った 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２３）
　包括的かつ統一的な杜会保険制度を提案したベヴ ァリッ ジ報告は１９４３年１月

に閣議に提出された。そこで，ウ ッド蔵相はベヴ ァリッ ジが財政計算の前提に

していた失業水準（８．５％）に対するヘンダーソ１／経済顧問の疑問（第１次大戦

直後の１９１８～２２年の経験に照らして１０％の失業率さえ正当化できない楽観的な見通しで

あるという疑問）を指摘し，こうした悲観的な見通しと予測される膨大で持続

不能な費用負担という理由に基づいて同報告に反対し，同時にその批判はミー

トの杜会保障分担金の変動的調整提案に及ぴ，さらに大蔵省とケイ：／ノアノと

の見解の相違にまで行き着いた。こうして ，大蔵省と内閣官房経済部とが戦後

経済の進路と大量失業回避の可能性という政治的に極めて高度な慎重さを要す

る問題ての対立が今や鮮明にな ったのて ，その解決は閣僚間で行なわさるをえ

なくな った。同日の閣議は閣内委員会構造を改定し，枢密院議長アノターソ：■

卿（Ｓ１・Ｊ・ｈｎ　Ａｎｄ…ｏｎ１９４０－４３ ，大蔵大臣１９４３－４５）を議長とする「復輿優先課題

に関する内閣小委員会」（ｔｈｅＣａｂｍｅｔ ’ｓ Ｓｕｂ－Ｃｏｍｍ１廿ｅｅＯｎ ＲｅｃＯｎｓｔｒｕｃｔ１０ｎ

　　　　　　　　　２４）
Ｐづｏｒｉせｅｓ）を新設した 。

　チャーチルはヘウァリヅソ ・プラ川こ消極的姿勢を示したか，決定的な推進

的圧力が労働党出身閣僚，特に内相モリソン（Ｈ・・ｂ・・ｔＭｏ・｛・・ｎ： １９４０－４５）から

発せられた。ア１／ターソノ卿は同月の第１回復興委員会会合でヘウァリヅ１ ・

プラ 。は世論の強い支持を受けていることを力説して ，ヘウァリヅソ報告を歓

　　　　　　　　　　　　　　　　（５６７）



　１３２　　　　　　　　　　立命館経済学（第４０巻 ・第４号）

迎する姿勢を示す一方て拘束的関与は排除するという妥協的態度を当初から示

し， 同時に大蔵省，経済部及び中央統計局が戦後の国民所得と政府支出の推計

を行ない，いかなる要素が戦後の国民所得を増加させ政府支出を引き下げるか

を検討するように要請した。彼のこうした委員会運営の方向づげは少なくとも
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５）
大蔵省の戦後のかなりの規模の関与を回避する努力は失敗した，と評価された 。

　　２０）内閣官房経済部は１９４０年１２月～４１年１月に組織され同年半ばには確立し ，部長

　　　 ＝Ｌ ロヒノス（Ｌ１ｏｎｅ１Ｒｏｂｍｓ＝ロノトソ 大学［ＬＳＥ１経済学教授兼任），副部長 ＝

　　　Ｊ ミート（Ｊａｍｅｓ　Ｍｅａｄｅ＝オ ヅクスフォート大学経済学講師〔〉国際連盟経済部〔〉

　　　内閣官房専任），委員＝Ｓテニソノ（Ｓｔａｎ１ｅｙ　Ｄｅｍ１ｓｏｎ＝スワソソィ 大学経済学

　　　教授兼任），Ｍフレミノク（Ｍａｒｃｕｓ　Ｆ１ｅｍｍｇ＝国際連盟財政部〔〉戦時経済省 ［〉

　　　経済部専任），Ｄ．チ ェスター（Ｄ．Ｎ．Ｃｈｅｓｔｅｒ＝マ１／チ ェスター 大学行政学講師兼

　　　任），Ｒトレス（Ｒｏｎａ１ｄ　Ｃ　Ｔｒｅｓｓ＝エクセター 大学経済学副講師〔〉経済部専任）
，

　　　Ｐ．チャソトラー（Ｐｈｉ１ｉｐ　Ｃｈａｎｔ１ｅｒ＝マソチ ェスター 大学行政学講師〔〉英国ガス 公

　　　杜顧問［＞経済部専任）及びＮ．ウォッツ（Ｎｉｔａ　Ｗａｔｔｓ： 経済部専任）の８名で構

　　　成され，主として戦後復輿政策に関する「ブレイ１■ ・トラスト」として政府機構

　　　の中で重要な役割を果した 。

　　　　経済部の中にケンブリッ ジ出身者は一人もいなか ったが，１９３０年代のケイソズ

　　　理論の登場と発展に関わ ってきた唯一の人物であ ったミードが多少の意見の相違

　　　はあるものニケインズ計画に基づく戦後国内経済政策立案の推進的役割を果し ，

　　　ケイソズが担当した戦後対外政策との間でいわば分担関係が成立していたのであ

　　　る 。ところで，周知のように，経済部の部長 ロビソズはオーストリア学派 ＝ハイ

　　　エクの資本分析にかなり影響をうけ３０年代におけるケイソズの最も厳しい批判者

　　　の一人であ った（ハイエクをＬＳＥに招賠）が，大戦勃発を前後してケイソズと

　　　和解し，政策面ではかなり用心深いケイソジアンにな っていたことが経済部が政

　　　府部内のケイソズ派の中心にな っていく上で貴重な役割を果したのである 。

　　　（Ｂｏｏｔｈ ，・ 砂． ６北 ，ｐｐ
．４９－５０，１８０－１，１８３－５）

　２１）　Ｃｕ１１ｍｇｗｏ血ｈ
，ｏ少６〃 ，ＰＰ１３－４ ，Ｂｏｏｔｈ

，ｏ少〃
，ＰＰ９３－４ ，Ｊｏｎｅｓ

，ｏ少６〃 ，Ｐ２０

　２２）　Ｂｏｏｔｈ
，ｏク６虹， ＰＰ

．６９－７０，９３－４；Ｊｏｎｅｓ
，ｏ声６机， Ｐ． ２４

　２３）ヘヴ ァリソノ報告の成立過程，基本的内容や政府部内　世論の反応の詳細に関

　　　しては次の文献を参照。毛利健三『イギリス福祉国家の研究』東大出版会 ，１９９０

　　　年，「第３章理代イギリス福祉国家の原像　　ウ甲リソソ 　フラノの歴史的

　　　位置　　」。 本書から多くのこ教示を受けた 。

　２４）　Ｂｏｏｔｈ
，ｏク６拡， ＰＰ

．９５－７

　２５）　Ｂｏｏｔｈ
，ｏ声ｃ〃， Ｐ． ９８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５６８）
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　ト３－２戦後雇用運営委員会の設置と産業立地政策の提案　　しかし大蔵

省の従来の伝統的止場になお固執する態度のため復輿優先課題委員会の審議は

デッドロックに陥 っていた。だが，一方で連合軍勝利の見通しが戦後世界への

世論の関心を掻き立て，他方で軍需省の勤労動員解除の開始により戦後雇用見

通しへの懸念か出され始めた４３年７月 ，復興優先課題委員会てアソターソソ議

長は，期限付き（同年１１月末まで）て個別具体的な問題　　産業立地，労働力流

動化と構造的失業，公共投資の管理とタイミノク ，民問投資の管理とタイミソ

ク， 消費の規制及ぴ労使双方の制限的慣行　　を検討するホプキノス大蔵省第

一次官を議長とする「戦後雇用に関する運営委員会」（ｔｈｅ　Ｓｔ・・ｍｇ　Ｃｏｍｍ１ｔｔｅｅ

・ｎ　Ｐ０・ｔ－Ｗ・・ Ｅｍｐ１０ｙｍ・ｎｔ）の設置を提案し「一致した政策に役立つ包括的で概

要的な見解」となる報告書を提出することを希望した。ホプキノス 委員会と 口乎

ぼれた高級官僚から成るこの委員会は，大蔵省からホプキンス第一次官の外に ，

Ａハーロー 卿（Ｓ１・ Ａ１・ｎ　Ｂ・・１・ｗ）
，イーティ 第二次官（Ｓｌ・ Ｗ１ｌｆ・・ｄ　Ｅ・ｄｙ），労働

省からＴフィリヅフス 卿（Ｓ１・ Ｔｈｏｍａｓ Ｐｈ１１１ｐ・）

，商務省からＡオーウァト：／

卿（Ｓ１・ ～ｎｏ１ｄ　Ｏｖｅ廿ｏｎ） ，復興官房部（ｔｈｅ　Ｒｅｃｏｎ・ｔｍ・ｔ１ｏｎ　Ｓｅ・・ｅｔａ・ｌａｔ）からＡハ

ースト卿（Ｓｌ・
Ａ１ｆ・ｅｄＨｕ・・ｔ） ，さらに内閣官房経済部長 ロヒノス 教授の７名構成

で， 数の上では大蔵省が圧倒していたといえるが，ロ ビソズ教授の存在が重要
　　　２６）
であ つた 。

　こうした雇用 ・財政政策を中心とした戦後経済復輿計画というマクロ 経済的

フレームワークの論議のなかに，戦後地域政策論議か組み込まれてい ったので

ある 。ところで，戦後経済復興計画の中に地域政策の新たな枠組みを填ていく

上で重要な役割を果したのは商務省である 。すなわち，前稿で詳述したように

１９３０年代の地域政策の主管省庁は労働省であ ったが，第１に前節で指摘したよ

うに国防経済下で商務省が４１年２月設置した工場 ・倉庫 スペ ース統制部はそれ

らの建物登記簿を収集しかつ地域毎の調査 ・配分を実施し ，同年７月には３０００

平方 フィート（２７９ｍ２）以上の建物を使用（ぐコ建設）する場合は事前に商務省か

らの許可証取得を義務つける（戦時工業用建築物規制）事実上の戦時産業立地政

策を実施していたことであり ，第２に４２年２月に労働党出身のＨ．ダルトソ

　　　　　　　　　　　　　　　　（５６９）
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　　　　　２７）
（Ｈｕｇｈ　Ｄａｌｔｏｎ）の商務大臣就任が重要な画期とな ったことである 。

　工場 ・倉庫 スペ ース 統制部の初代部長に就任したクラスコーの事業家Ｃウ

ィア卿（Ｓｉ・ Ｃｅ・ｉ１Ｗｅｉ・）は４２年１月には早くにも産業立地は戦後計画の基礎的

要素になるであろうし，１０人以上の労働者または３０００平方 フィート（２７９ｍ２）

以上の工場の登録がこの計画を首尾よく進めるのに不可欠てあると主張してお

り， 同年５月には統制部は戦後復興委員会に工業用建築物新設の許可制という

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２８）
戦時慣行の平時への継続的適用を勧告する覚書を提出した 。

　他方，ダルトンは商務大臣就任を１９３６年に労働党不況区域調査委員会議長と

して始めた仕事に決着をつける機会であると感じ，この苦境の克服策はこれら

の区域に新しい多様な産業を誘致する（労働者に仕事を持 ってくる）ことである

と確信していた。他方で，彼はバーロー 委員会での商務省証言が「いかなる有

効な産業立地規制にも反対するという極端な自由放任主義的偏向をもっ てい

た」ことに立腹し（４１年２月以来同省高官の見方は変わりつ二 あっ たが），省の政策

はあらゆるレベルで変更しなければならないことを彼らに通告した。とはいえ ，

ダルトンは彼の政策目標を実施に移す明確な構想をもっ ていなか ったので，省

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２９）
内にこれらの問題を検討する復興部（Ｒ…ｎ・ｔ・ｕ・１ｔ１ｏｎ　Ｄ・ｐ・並ｍ・ｎｔ）を設置した

。

　商務省復興部は官僚と学者で構成され，初期の作業は主として臨時次官補に

就任していたＧ　Ｃアレ■教授（Ｇ・ｏ・ｇ・ Ｃｙ・１１Ａ１１・ｎ１９３３－４７年 ＝リウァフール大学

経済学教授，１９４１－５３年 ＝物価規制委員会委員）か 口：／ト■ 大学経済学助教授から

官僚に転身したＨゲイ ヅケル（ＨｕｇｈＧａ１ｔｓｋｅ１ｌ１９４０－４２年 一戦時経済省 〔〉１９４２－４５

年＝商務省）の補佐を受けて戦間期不況区域をめぐる産業立地に関する理論的

検討を行い，１９４３年５月７日付文書で ，¢　立地政策は誘導策に加えて戦間期

よりもはるかに厳しい強制的権限に頼らねばならないこと ，　　大企業に大戦

終了時に不況区域への進出を勧誘し小企業への財政的誘導策を節約することは

　般的利益に叶うこと ，　　この政策は労働省よりはむしろ商務省により指揮

されるへきこと ，を勧告した。この文書は内部覚書に留まっ ていたものである

か， 戦後地域政策の基礎とな った１９４５年産業配置法の多くの特徴を予測するも

のであ った。省内検討作業を背景にして ，例えば同年５月１８日付で復興優先課

　　　　　　　　　　　　　　　　（５７０）



　　　　　　　　現代イギリス地域政策の段階と特質（２）（着林）　　　　　　　１３５

題委員会に内閣官房経済部か提出した文書ｒ雇用の維持（Ｍ・ｍｔ・ｎ・ｎ・ｅｏｆ

Ｅｍｐ１０ｙｍ・ｎｔ）」に関して ，タルトノはマクロ 経済 レヘルの総需要維持の必要性

など一部の論点に同意しながらも ，他方で構造的失業に対しては経済部はむし

ろ労働力流動化に関心を示して不況区域の問題に焦点が当た っていないと批判

し適切な措置を取らなげれは問題尤再発すると警告し，完全雇用を保証するた

めには何らかの全国的な産業立地規制か不可欠てあるとする覚書を作成し，ホ

ブキンス委員会の場で商務省とミードを中心とする経済部との相違点が鮮明に

なっ た。 したが ってまた，戦後復興問題で戦時連立内閣における労働党閣僚と

多くの点で一致点を共有していた経済部ケイソジア川ことっ て産業立地を含む

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０）
戦後地域政策構想は大蔵省との主要論争点との関連で後景に退いていた，とも

言いうるのである 。

　そこで，ダルトソは産業立地政策の必要性を支える一層の根拠を揃えるため

に戦前不況区域の戦後雇用予測に関する各種調査に着手させた。これらの調査

の予備的結果は商務省が４３年１０月１８目のホプキンス委員会（戦後雇用に関する運

営委員会）に提出するために作成した「産業立地」と題する覚書の中に挿入さ

れた。覚書はタルトノか前月に軍需省からスカウトしたＤノェイ（Ｄ
ｏｕｇ１・・

３１）

Ｊ・ｙ）が起草した戦後地域政策の骨格をなすものであ った。ジ ヱイが入省する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２）
までに立地政策に関する予備的作業は完了していたので，彼は最艮の戦略の一

つ（第１段階）は計画されていた雇用政策に関する政府文書に野心的な計画を

権威つける文言を挿入させることだと考えたのである 。扱て ，覚書は，第１に ，

戦争勃発以来の戦前特別区域における雇用の回復の大部分は一時的な軍需に依

存しており ，戦後には構造的高失業（例えぼ北東部では２５％）の重大な危険があ

ること（戦後雇用予測調査の予備的結果），第２に，特別区域の産業地図はこの１０

年間それ程変わって抽らず雇用の在来基軸産業への依存はなお深刻であるが ，

産業の平時転換期に有利な機会を利用できれは特別区域の産業構造の多様化が

可能なこと ，第３に，この平時転換期における多数の企業 ・工場の立地に関す

る緊急の政策決定が構造的失業を最小にするために不可欠てあること ，第４に ，

多くの措置が必要とされるが，経済全体の超過需要の抑制のために規制が必要

　　　　　　　　　　　　　　　　（５７１）
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とされる限りでは不況区域に有利な処理が可能なこと ，第５に，政府工場の生

産施設が爾余の地方に先立ち払い下げられ 上ぱ不況区域は民需生産への助走 ス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３３）タートが得られることなど，を主張していたのである 。

　この商務省覚書「産業立地」に関してホフキ：／ス委員会で内閣官房経済部は ，

一方で戦後失業予測調査は憂麓すぎる情況を示していると主張した（この頃の

ほとんどすへての調査は戦前不況区域の高い〔ないし非常に高い〕失業を予測してい

た）か，他方でソ ェイのプラノは終戦直後の緊急的一時的措置と見散されて長

期的な国家干渉に拡大する恐れはないとしてテニソノの反対にも遭わず，むし

ろ経済部はジ ェイ ・プラソ を同委員会に推奨したのである 。かくして，ホプキ

：／スを含めて委員会は「産業立地」覚書の主張を受け入れ，１９４４年１月の「戦

後雇用に関する運営委員会報告」（Ｒｅｐ０・ｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｓｔ・ｅ・ｍｇ　ＣＯｍｍ１ｔｔｅｅ　ｏｎ　Ｐ０・ｔ－Ｗａｒ

Ｅｍｐ１０ｙｍ・ｎｔ，１１Ｊ・ｎ１９４４以下，「運営委員会報告」と略称する）に挿入したのであ
３４）

る。

　「運営委員会報告」全体は，２つの経済学派（マーシャリアンとケインジアン）

の注目すべき妥協の産物であるとともに，イギリス 高級官僚による報告起草の

専門技術の完壁な事例の一つである ，といわれる 。「報告」は，需要管理と経

済政策に対する国民所得 アプ ローチを是認する一方で，予算赤字ないし特定の

雇用目標を容認していない。後者は，過度な期待を生じさせ戦時連立内閣の状

況下で政治的 フットボールになるのを怖れた結果である 。「報告」はまた，必

要であれば均衝予算の枠内におげる投資及び消費への課税変更を伴う長期的公

共投資計画を含む国内反不況政策を支持した。さらに，「報告」は予算均衡は

重要な目的ではあ っても最も重要の目的とは表現せず，国民所得勘定の予算政

策への統合を勧告し，その上終戦直後の超過需要を予測しつ二 も雇用政策の必

要性によっ ては将来予算均衡が達成しえない可能性があることを消極的に認知

したのである 。この点は，大蔵省第一次官としてのホプキンスの立場とは明ら

かに一致しない（その立場を超えた）いわば議長としての重大な譲歩であ った 。

こうして ，「報告」は総力戦としての第２次世界大戦を背景としつ上 もミード

を中心とし ，ロ ビ１／ズに援護された内閣官房経済部の３年以上に亙るケイソズ

　　　　　　　　　　　　　　　　（５７２）
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的戦後政策制度構築への共同の営為の顕著な前進を示した，と評価てきるてあ
　３５）

ろう 。

２６）　Ｂｏｏｔｈ
，ｏ

ク． ｃ批 ，ＰＰ
．９８－９；ｄｏ，２〃６Ｗｒｏｒ〃Ｗ；ｏれＰＰ・１３－４ ，２０；Ｊｏｎｅｓ・ｏク６批・ Ｐ・

　２３；Ｌｂｅｂ１，ｏか６
カ．，

ｐ， ２１４

２７）ダルトソ は， １９１４年に法廷弁護土にたり１９２０～３６年に ロソドソ大学で商学／経

　済学の助教授を務めるとともに，労働党下院議員（１９２４－２９年 ＝ロソドン ・キャ

　ムバウェ ル＝ベッ カム 選挙区／１９２９－３１ ．１９３５－５０年 ＝ダラム 州， ビショッ プ・ オ

　ークラソド選挙区）の経験の中で３７年１月労働党不況区域調査委員会の議長とし

　て緊急行動計画をまとめ，戦時内閣では４０～４２年に戦時経済相（Ｍｉｎｉｓｔｅｒ　ｏｆ

　Ｅｃｏｎｏｍ１ｃ　Ｗａｒｆａｒｅ）を務めた後，商務大臣に就任したのである（Ｌ
ｏｅｂ１

，ｏク６〃 ・

　ｐ．３４８；Ｂｏｏｔｈ，Ｂブ北あん厄６０〃ｏ刎６６１）ｏ〃似ｐ．１８０；ｄｏ，２〃４Ｗ，ｏブ〃Ｗ－ｏれｐ ．８ ．）。

２８）　Ｌｏｅｂ１
，ｏク６払、 Ｐ． ２１２；Ｂｏｏｔｈ，２〃６Ｗ；ｏブ〃Ｗ乞 ブ， ＰＰ

・１１－２

２９）　Ｌｏｅｂ１
，ｏク６払， Ｐ． ２１１；Ｂｏｏｔｈ，２〃６Ｗ－ｏブ〃Ｗ；ｏれＰＰ・８－９；Ｐａｒｓｏｎｓ・ｏク６北・ ＰＰ

　７３，７５

３０）　Ｌ
ｏｅ

ｂ１

，ｏク６机， Ｐ． ２１２；Ｂｏｏｔｈ，２〃６Ｗｏブ〃Ｗ－ｏ４ＰＰ・９－１０；Ｊｏｎｅｓ
・ｏか６北・ ＰＰ

　２２－３　内閣官房経済部には戦間期不況区域に関する指導的な学問的権威といわ

　れたデ ニソソ教授がおり ，彼は特に産業立地への国家干渉の有用性には強い疑問

　　を抱いており ，こうした見解が１９４３年には周知のことにな っていた経済部では不

　況区域の再現を避けるためには市場シグナルと要素移動に頼るべきだという見地

　　に立 つていたのである（Ｂｏｏｔｈ，Ｂブ桃んＥ６０〃ｏ〃６ Ｐｏ〃６ｙ　ｐ ・１１０）。

３１）　 ダルトソに戦後産業復興に関する私設補佐官兼特別顧問として招聰されたジャ

　　ーナリストでかつエコノミスト出身のジ ェイは，１９４１～４３年に軍需省に籍を置き

　　軍需契約履行のために労働力を確保する業務に従事し，そのために調達省や労働

　　省と接触し産業家にもよく知られ，またこうした職務を通じて「仕事を利用可能

　　な労働者へ」の最初の擁護者の一人となり ，さらに一層重要なことは不況区域の

　　問題に如何に取り組むかについての極めて明確な構想をもっ ていたことである

　　（Ｌ
ｏｅ

ｂ１
，ｏ声６

虹， ｐｐ
．２１２＿３；Ｂｏｏｔｈ，２〃６Ｗ６ブ〃Ｗ；ｏれｐｐ．１０＿１；ｄｏ，ＢｒカあんＥ６０ 一

　　〃ｏ〃〃６ Ｐｏ〃じツ，Ｐ
．１８２ ．）。

３２）　 ソェイの戦略の第２段階は商務名に産業立地計画を遂行する法的権限を付与す

　　る法案を起草し成立させること ，第３段階は商務省内に何らかの意味で軍需省の

　　戦時機構に類似した部局と地域機関を設置すること ，であ った（Ｌｏｅ
ｂ１

・ｏク６
払・

　　 Ｐ． ２１３；Ｐａｒｓｏｎｓ，ｏかｃ払， Ｐ・ ７６ ・）ｏ

３３）　Ｌ
ｏｅ

ｂ１
，ｏ戸ｃ批，ＰＰ

．２１２－３；Ｂｏｏｔｈ，２〃６Ｗ；ｏブ〃Ｗ；ｏ■ＰＰ・１３－４；ｄｏｌ　Ｂｒゴ桃んＥ６０ 一

　　 〃０”６ Ｐ０”６ツ，ｐ
．１１０．ジ ェイのプラノは具体的には戦前の政府融資による産業団

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５７３）
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　　地の拡張 ・新団地の建設，不況区域における政府による民間企業向け賃貸 ・売却

　　用の工場建設，国営軍需工廠の新工業団地への転換　不況区域の爾余の戦時工場

　　の民需生産向け売却，さらにミッドランズや ロンドン などのような過密区域の新

　　工業用建築物の規制を含んでいた（Ｌｏｅ
ｂ１

，ｏ声６松， Ｐ． ２１３）。

３４）Ｂ…ｈ・２”Ｗ・〃肋れＰ・１４；ｄ・，肋肋Ｅ・…舳〃・〃。以Ｐ．１１０；Ｌ．ｅｂ１
，

　　 ０クー６ゴ左
，ｐ

．２１２

３５）Ｂ…ｈ・肋肋亙・…刎〃・伽， ＰＰ．９９－１０４；Ｊ・…
，砂．。机，

ＰＰ．２４－５

　皿 一３－３「運営委員会報告」の大幅修正による『雇用政策白書』（１９４４年５

月）の成立と地域政策の位置　　扱て ，「運営委員会報告」は４４年１月 ，前年

１１月に設立されていた高級 レベルの復興相ウールトン卿（Ｌｏ・ｄ　Ｗｏｏｌｔ・ｎ）を議

長とする内閣復興委員会（Ｃ・ｂｍ・ｔＲ・・０ｎ・ｔ・ｕ・ｔ１０ｎ ＣＯｍｍ廿・・）に提出された
。

「運営委員会報告」は２つの対立する圧力の狭間の中で修正と組み替えを受け

ながら『雇用政策白書』にな ってい った。すなわち，一方はヘウァリヅソか若

く有能なケインジァン（フラ１■ク ・パッ ヶナム ，バ ＿バラ ．ウ ツトン ，ジ ヨー一 ン． ロ

ビソソ１■ ，Ｅ．Ｆ．シ ュマッヒァ 及び ニコラス ・カルドア）の助言を受けながら執筆中

の『ベヴ ァリッ ジ報告』では対象外とされた雇用政策に関する著書（いわぱ第

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３６）２の『ベヴ ァリッ ジ報告』）の出版が間もないという差し迫 った事情であり ，他

方は大蔵省保守派の巻き返しである 。前者はヘウァリソソの手中にあるもう一

つの重大な厄介物を避げるという異常な（早期決着の）決意を政府部内に醸成

し， 後者はアメリカとの対外金融政策交渉でホワイトに与えた譲歩及び戦後国

際収支赤字の見積りに悩まされた大蔵省保守派がへ１／ターソ：■経済顧問の指導

により展開した雇用政策を支える予算政策をめぐる未解決の矛盾への攻蓮七あ

った・こうした中て，２月のＤ ロハートソ！（Ｄｅｍ１ｓ Ｒｏｂｅ打ｓｏｎヶノフリソノ

出身，ロソト：／ 大学経済学教授兼大蔵省顧問１９３９－４４）の草案か拒絶され，またイ

ーデ イ（大蔵省），フレミング（経済部）及びＪ．ジ ュークス（ＪｏｈｎＪｅｗｋｅｓ： 復興省

大臣官房主席次官補，マンチ ェスター 大学杜会経済学教授 ：１９３６－４６）の共同の努力も

　　　　　　　　　　３８）
既に失敗に帰していた 。

　戦後対外政策をめくっ て大混乱に陥 っていた大蔵省の中で唯一人平静な姿勢

　　　　　　　　　　　　　　　　　（５７４）
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を保ちある種の秩序を維持していたとされるホプキンスはいかなる雇用政策に

関する白書も予想される対外条件に照らして再検討しなけれぱならないと決断

し， 彼の主張で「運営委員会報告」にかなりの変更が加えられ，起草委員会及

び内閣復興委員会の合意に達した 。

　すなわち，まず第１に，「運営委員会報告」では冒頭に位置していた雇用政

策に対するケイソズ的アプ ローチの説明は『雇用政策白書』では後半部に入れ

替えられ，その代わりに起草された「第１章　国際的及ぴ産業的背景」は特に

対外経済関係処理の重要性の強調で始まり ，大蔵省の主張である輸出産業効率

化の問題が挿入された。つぎに，「第２章　戦争から平和への移行」では平時

生産への移行期における三重の危険，特にイノフレの脅威を防ぐための統制の

継続を主張し，さらに産業か戦争から回復し長期的な繁栄をもたらすためには

輸出産業への重点投資に資源を充当するために消費は引き続き制限されねばな

らないであろうと警告している 。

　そして ，構造的失業に対処する政策としての産業立地政策が，労働党閣僚の

ベヴィン労働相とダルトン商務相が強く主張し同党のアトリー 副首相 ・モリソ

ソ内相や非党人閣僚のアソダーソノ蔵相やウールトン復興相の支持を受けて ，

「運営委員会報告」に大した修正も受けずに『白書』の重要な部分（「第３章

均衡のとれた産業と労働の配置」〔ベヴィソの命名〕）として挿入された 。

　「第４章高度かつ安定的水準の雇用の般的条件」て初めて移行期後の高

度かつ安定した雇用の３条件として ，０　財貨 ・サ ービスヘの総支出の維持 ，

　　物価と賃金の安定，　　労働（力）の流動化を列挙している 。第５章では

その中の「総支出維持の方法」として ，０　資本支出，（２）消費支出 ，　　中

央財政の３項目を説明している 。第４ ・５章では重大な修正が行なわれたが ，

雇用政策ないし総支出（＝総需要）維持政策に対するケイノズ的アプ ローチが

随所に抑制された表現で挿入された。重要なのは「運営委員会報告」でも解決

しえなか った予算均衡問題における閣内不一致（保守党の単年度均衡原則と労働

党の循環期間内均衡原則）について玉虫色の妥協が図られ，ブレトノ ・ウ ッズ協

定調印（１９４４年７月）を目前に控えていた情勢の中で大蔵省の抱く対外信認の

　　　　　　　　　　　　　　　　（５７５）
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懸念が前面に押し出され，「中央財政」の項目の末尾で経済政策は内外の信認

を通じて検証され信認に対する重大な脅威は公共負債の過度な増加にある ，と

警告していることであろう 。最後の「第６章　政策の実践」では，雇用政策と

いう実験か未試行の分野であり経済学者間での論争問題であ ったことを指摘し ，

有能た経済学老と統計家からなる少人数の中央参謀部の當設を始めとＬた実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３９）
方法を提案し，末尾で再びこの白書の提案目的を再確認している 。

　本稿は『雇用政策白書』全体を詳論することを課題とはしていないのでこれ

以上詳論するつもりはないか，フースが指摘しているように，戦後イギリスの

表皿 一２　『雇用政策白書』一「第皿章　均衡のとれた産業と労働の配置」の概要

【前文】　（ｐａｒａ．２０）主題である総支出維持の長期的政策を説明する（第１Ｖ ・Ｖ章）前に，特定の産

　業及び区域における局地的失業の増大を阻止する政府の政策措置を説明する。この措置は移行期に

　実施される故，こ上で説明するのが適当である 。

【総論】長期失業の原因と政府の基本方針（ｐａｒａｓ ２１－２５）

　０　特定の産業及び区域における長期失業の原因～ 技術変化，流行の趨勢及び対外競争により一

　　時的または長期的に衰退している単一産業乃至産業群（綿，石炭，鉄鋼，造船等重工業）への過

　　度の依存

　　　不均衡区域の失業問題克服の基本方針

　　１）政府は基礎産業（石炭，鉄鋼，造船及び機械等）の発展を振興し ，最高度の効率を達成し ，

　　　かくして海外市場を確保するのを助成する 。

　　２）特定の産業及び区域は政府の国内支出を高水準に維持する政策から利益を享受するが，これ

　　　だけでは十分ではないであろう 。

　　３）そのため，地方失業問題を解決する３つの方策を提案する 。

　　　（ａ）特に失業を生じやすい区域（以下，特定区域と略す）の産業多角化のための新企業立地の

　　　　促進，（ｂ）労働力の流動化（地域間移動と職業転換）に対する障害の除去，（ｃ）成長産業へ

　　　　の就業のための訓練施設の提供

【各論１】　「産業の配置」（ｐａｒａｓ ２６－３０）

　○　政府政策の目的～特定区域の均衡的産業開発を確保する目的でｒ開発区域」（“Ｄｅｖｅ１ｏｐｍｅｎｔ

　　　Ａｒｅａｓ”〔戦前の特別区域（Ｓｐｅｃｉａ１Ａｒｅａｓ）に代わる〕）に新企業の設立を奨励する 。

　　　新企業設立を奨励する手段

　　１）産業的，杜会的及び戦略的配慮による新工場の立地規制

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５７６）



現代イギリス地域政策の段階と特質（２）（若林） １４１

　　（ａ）新工場設置ないし工場移転を企図する産業家に政府への事前通知の義務（バーロー報告に

　　　よる企図），（ｂ）一層の産業開発により重大な不利益が生じる地区の新工場設置の禁止

　２）開発区域に新工場設置を意図する産業家への特別誘導策

　　（ａ）戦後不要となる国営軍需工廠の民需生産用への貸与または払下げ，（ｂ）新工場建設及び既

　　　設工場拡張の許可証交付の優先権を授与，（Ｃ）賃貸向け工場を含め，払下げないしリースに

　　　供す個別用または集団用敷地での工場（小企業用工場建屋）建設の継続と拡大，（ｄ）あらゆ

　　　る種類の政府発注の正当な配慮，（ｅ）政府の政策に従い商業べ 一スで良好な見通しを示す企

　　　業に対する短 ・長期 ローン 及び必要な場合，株式資本を得る適切な便宜（財政的助成）の供与

　３）開発区域における基礎的サ ービスの十分な発展の確保 ～道路，鉄道及び埠頭 ・港湾を含む

　　交通機関の整備，電カサ ーヒスの拡大，佳宅　文化施設　　般的公共サ ーヒスの整備

　　開発区域リストの指定，削除及び追加の判断基準と新政策導入による特別区域の廃止

¢　産業配置政策の所管官庁～主管官庁を商務省とし ，労働省，国民サ ービス 省， 都市 ・農村計

　画省及びスコットランド政庁が責任を分担する 。

【各論２】　「万働（力）の配置」（ｐａｒａｓ３１－３６）

　０　職業転換のための訓練制度の常設

　　１）戦後１年余に亙る軍隊と軍需生産からの動員解除者に対する再定住と訓練計画の実施

　　２）熟練度に関わりない工場内訓練の奨励と政府補助金の給付

　　３）特定の職種に対する訓練セソター 技術専門学校内に設置する独立の学校ないし研修校の開

　　　発と拡大

　　　失業手当とは完全に分離した訓練生に対する訓練手当の支給

　　１）訓練手当は失業手当より高い水準に設定する 。

　　２）訓練手当は，訓練後の雇用における　般的平均賃金よりは高くしなしことを原則とする 。

　（３）職業訓練に対する雇用主と労働組合の最も完全な協調の必要性

　　１）完全雇用と安定のために産業のすべての当事者は既存のルール及び慣行（既存労働者の雇用

　　　保証 ・賃金水準の保護及び相応な熟練水準の維持）の修正に関して合意すべきである 。

　　２）訓練生数は特定の業種で吸収可能な人数を越えないことを保証するよう留意する 。

　＠　労働者の空間的移動に対する障害の除去

　　１）政府は特定区域の失業問題の解決を主に大規模な労働力移動に頼らないようにする一方，移

　　　動の障害を取り除くよう配慮する 。

　　 ２）そのため，戦後建設される住宅のかなりの部分を平均的賃金稼得老が賃借可能なものとし ，

　　　同時に扶養家族を含め移動費用に見合う再定住手当を支給する 。

　　３）若年者の訓練と雇用のために特別措置を講じる 。

（備考）前文，総論及び各論の構成は筆者の責任による 。

（資料）Ｍｉｎｉｓｔｒｙ　ｏｆ　Ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ（Ｍａｙ１９４４入Ｗ肋３Ｐｏ仰７０〃 亙卿Ｚｏツ肋”工戸ｏ〃似Ｃｍｄ・６５２７，ｃ
ｈａｐ・叫Ｔｈｅ

　　Ｂ
ａｌａｎｃｅｄ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｉｎｄｕｓ岬ａｎｄ　Ｌａｂｏｕｒ（ＰＰ．１０－１５）．より作成 。

（５７７）
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対外的地位に対するパ ニック ・ムードが拡がる中でケイ１■ズ的雇用政策の主唱

者たちはこれ以上大胆な白書を望むべくもなか ったし，「政府はその主要目的

及ぴ責任の一つとして戦後の局度かつ安定的水準の雇用を維持することを受け

入れるものである」と誓約した白書目１」文の書きだし部分で満足せさるをえなか

ったし ，ケイソズ自身がこの部分は白書の残りのすべてよりも価値があると評

価したのも ，首肯しうるところである 。他方で，白書は，“完全”の代わりに

“高度かつ安定的”という用語を慎重に選択し，しかもそれはなお交渉中であ

った戦後の国際経済金融機構創設に関する揚議決裂の可能性をも予測して「諸

国家間の協力を通じて，すべての国が相互に利益になるような完全雇用政策を

追求しうる国際貿易の諸条件を創造すること」（前文）を前提条件としていた

　　　　　　　　　　　　　４０）
ことも指摘されるべきであろう 。

　以上の特徴と内容をもつ『雇用政策白書』は１９４４年５月１９日の閣議承認を得

　　　　　　　　　　　　　　　４１）
て印刷に付され，議会に提出された 。

　扱て，こうして『白書』のなかに戦後雇用政策の重要な一環として位置付け

られた戦後地域政策は「均衝のとれた産業と労働の配置」という枠組の下で
，

戦時から平時への移行期における短期的政策の性格を帯びるとともに，産業立

地政策の性格が前面に押し出された，と思われる 。そして，その総括的な特徴

は， 政策構想に関して『ハーロー報告』を背景としつ二 も， 具体的政策手段に

関しては大要において戦時産業立地規制の経験に基づくＤ．ジ ェイの提案が採

用されたものである ，というのが筆者の認識てある 。その内容の全体像は表皿

一２の通りであるが，その重要な特徴を摘出するとともに，政策史的意義を確

定したい，と考える 。

　まず第１に，特定区域の長期（構造）的失業の原因は技術的変化や流行に後

れを取りかつ国際競争力を失 って衰退しつ二 ある少数の基礎産業への過度の依

存にある ，と規定した。か二る失業を克服するために，基礎産業を振興して海

外市場を回復するとともに，全国的な総支出（総需要）維持政策に加えて特定

区域に対する３つの独自の施策，すなわち，０　産業多角化のための新企業立

地の促進，　　労働力流動化の障害除去，及び　　　職業訓練の推進，を掲げ

　　　　　　　　　　　　　　　　（５８０）
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たのである 。

　第２に，戦前の「特別区域」に代わ って「開発区域」（ｄ…１・ｐｍ・ｎｔ・・…）を

指定し，そこでの新企業立地を促進する手段として ，一方で『バーロー 報告』

が勧告し戦時立地規制で経験した過密区域での新工場の立地規制の実施，他方

て開発区域におげる特別誘導策の実施，を明記した。特別誘導策とは，○　国

営軍需工廠の貸与 ・払下げ，　　戦時立地規制の戦後適用の性格をもつ工場建

築許可の優先権の付与，　　１９３０年代の特別区域政策に起源をもつ国営産業団

地建設の再開と拡大，＠　立地企業に対する長 ・短期融資及び発行株式への政

府引受けの実施，である 。

　第３に，開発区域への新企業立地や工場誘致を促進するために道路等交通機

関， 電力，住宅等のイソフラストラクチ ュアの整備を掲げたことである 。

　第４に，こうした産業配置政策の主管官庁に関しては，『ハーロー 報告』の

中で「多数派報告」 ，「留保覚書」クループ及ぴ「少数派報告」がその性格にか

なりの相違があるとはいえ一致して勧告した独自の中央行政機関の設置を退け

たうえで，それを３０年代の労働省に代わ って商務省と定め労働省や都市 ・農村

計画省等が補完＝分担する体制とした。同時に，戦前の特別区域 コミッショ ナ

ー制度に関しては（全く言及されない形で）事実上の廃止が提案された。このこ

とは，公式にはこの政策は政府全体が取り組むべきものとして戦時連立内閣と

官僚機構か拒否した結果であるか，その背景には開発区域政策の短期的な終結

に対する期待と調整困難な省庁間の権限争いにこれ以上踏み込みたくないとい

う官僚的保守主義かあ ったと思われる 。

　第５に，労働力の地域間，産業間のミス ・マッ チ（不適合配置）を克服する

ために職業訓練　賃貸住宅建設を新たに推進し，同時に戦前　戦中の労働者移

動政策の延長である再定住手当支給等の労働力流動化政策の推進，を掲げたこ
　　　４２）
とである 。

　こうして ，『雇用政策白書』は，米英を軸とする戦後世界経済の新たな枠組

（国際経済金融機構 ：ブレトソ ・ウ ッズ体制）の下での先進工業国間の政策協調体

制を対外的前提とし ，“ 国べ 一ス”の雇用政策と表現される財政金融政策を

　　　　　　　　　　　　　　　　（５７９）
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主要政策手段とする恒常的な国家介入を想定した戦後資本主義体制下に，産業

立地政策を主要手段とし労働力流動化政策を補完手段とする “地域へ 一ス ”の

戦後地域政策の基盤構築を公約したのである 。この『白書』の延長線上に１９５０

年代末までの戦後地域政策の基本立法とな った「１９４５年産業配置法」及び

「１９４７年都市 ・農村計画法」が位置するとともに，６０年代以降産業立地政策の

役割が質量ともに格段と拡充されたのであるが，政策構想としては１９７９年のサ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４３）
ツチャー 政権の登場まで生き続けた，と評価することができると思われる 。

　とはいえ，『白書』では戦後地域政策の主要手段とな った産業立地政策によ

る地域政策は平時への移行期の比較的短期の政策として構想され，その後は全

国レベルの長期的政策である雇用政策と労働力流動化政策で特定区域の長期

（構造）的失業に対処できると想定していたこと ，を看過してはならない。こ

の点では，ケイノソアノも大蔵省保守派もほ父一致していたのてある 。そこに

は， 戦後復興政策論議を支配していた戦後見通しに対する悲観主義とは裏腹に
，

特定区域（戦前の特別区域，戦後の開発区域）における基礎産業が戦後ほ父一貫

して長期的衰退を続け地域間失業率格差と「英国病」の重要な構造的要因を構

成することなど，当時の政府 ・議会 ・マスコミ ・産業界 ・学界の見通しをはる

かに越えるものであ ったからであろう 。こうした制約と限界があ ったとはいえ ，

３０年代と対比して ，戦後地域政策ぽ政策領域としてはるかに高い位置を占める

ものとして政府 ・議会に公認されたのてある 。

　３６）後に出版された『自由杜会における完全雇用』（邦訳名）と題されたベヴ ァリ

　　　 ッジの著書（ル〃Ｅ刎クＺｏツ倣〃加 ｏル３３
８０６６３

似Ｎｏｖ．１９４４）〔井出生訳，日大

　　　経済科学研究所，１９５１－５３年〕の草稿は，１９４４年３月１７日に内務名を通じて白書

　　　起草委員会議長 ＝Ｎフルヅ ク（Ｎｏｍａｎ　Ｂｒｏｏｋ）に渡された（Ｂｏｏｔｈ，Ｂ伽ん

　　　１１；６０〃ｏ〃〃６１Ｐｏ〃ｑｙ
，ＰＰ

．１１４，１２１）。

　３７）ヘンダーソ１■のケインズ主義的アプ ローチヘの攻撃の最大の要点は，輸出産業

　　　における戦後失業に対して赤字財政が利用されれぱ国際通貨としてのスターリソ

　　　グは崩壊するという予測であ った（Ｂｏｏｔｈ，ル淋んＥ６０〃ｏ〃６ Ｐｏ〃６ｙ　ｐ．１１４）。

　３８）　Ｂｏｏｔｈ，Ｂブ〃あんＥ６０〃ｏ刎加Ｐｏ〃６ｙ　ｐＰ．１１３－４

　３９）Ｍｍｓｔ町ｏｆ　Ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃ廿ｏｎ（Ｍａｙ１９４４），Ｗ肋３Ｐ砂ぴｏ〃 亙砂ＺｏＷ舳なＰｏ１〃
，

　　　Ｃｍｄ６５２７，ｐａｓｓｍ
，Ｂｏｏｔｈ，Ｂｒ〃肋厄６０〃ｏ舳６ Ｐｏ伽ツ，ｐｐ１１４－５ ，ｄｏ，２〃Ｗ；０７〃

　　　　　　　　　　　　　　　　（５８０）



　　　　　　　現代イギリス地域政策の段階と特質（２）（若林）　　　　　　　１４５

　Ｗ；叱ｐｐ．１４－５；Ｊｏｎｅｓ
，ｏ声６机，ｐｐ．２６－９；Ｈ．Ｐｅ１１ｉｎｇ（１９８４），丁加ム肋ｏ脈Ｇｏ泌閉 一

　舳伽１９４５－５１，ＭａＣｍ１１１ａｎ，ｐｐ９７－８ ，Ａ　Ｃａ皿ｎｃｒｏｓｓ（１９８５），Ｙ；３舳げＲ３６０泌び

　Ｂ肋曲Ｅ６０〃ｏ舳６
Ｐｏ伽ツ１９４５－５１，Ｍｅｔｈｕｅｎ，ｐｐ１４－５，１９，５７，３１３－４　また『雇

　用政策白劃成立の政治的背景，内容の全貌及びその反響については，毛利健三 ，

　前掲書，「第４章　完全雇用白書の政治経済史的文脈」をも参照 。

４０）Ｂｏｏｔｈ，ル泌ん厄６０〃ｏ〃ご ＰｏＺ伽Ｐ．１１５．『白書』では，政府誓約としてのｒ高

　度かつ安定的水準の雇用維持」という表現の一方で，前文のほかに２カ所で政策

　目標として「完全雇用」という表現も使用されていることに止目すべきである 。

　すなわち，第１に，第３章の職業訓練計画との関連で産業のすべての当事者に入

　職に関する既存の制限的慣行の廃止を提案している個所（「完全雇用と安定を生

　みだすことを企図した諸条件の創造とともに……」〔ｐ．１４；ｐａｒａ．３５〕 ，後掲の表

　１ －２をも参照），及び第４章の「物価と賃金の安定」と関わって「労働者は労働

　慣行が拡張主義的経済にとっ て重大な障害をなし，かくして完全雇用計画の目的

　を損なうことがないことを保証するためにそれを吟味すべきである」（ｐ．１９；

　ｐａｒａ．５４）として政策の成否に対する労働老側の責任に直接言及している個所で

　ある 。

４１）　『雇用政策白書』にたいする議会 ・マスコミ等の反応に関しては，毛利健三 ，

　前掲書のほか，さしあたり次の文献を参照。Ｂｏｏｔｈ，Ｂｒカ肋亙６０〃ｏ加６ ＰｏＺ切
，

　ｐｐ．１１６；Ｌｏｅ
ｂ１

，ｏ戸６松，ｐｐ
．２１９－２０

４２）　Ｃｍｄ ６５２７
，ＰＰ．１０－１５；Ｂｏｏｔｈ，２〃Ｗ；ｏブ〃Ｗ；砿ＰＰ．１４－２０；Ｌｏｅ

ｂ１
，ｏク６北， ＰＰ

　２１８－９ ，Ｐａｒｓｏｎｓ，ｏ〃６〃 ，ｐｐ８１＿２ ，Ｒａｎｄａ１１
，ｏク６〃 ，ｐ２５ ，Ｌｅｅ，ｏク６〃 ，ｐ１５７

，

　Ｋｅｅ
ｂ１ｅ

，ｏグ６狙，ｐ．２２２；Ｃａｉｍｃｒｏｓｓ
，ｏ声６批， ｐｐ

．３１４－７

４３）ＭｃＣｒｏｎｅ，ｏか６北， Ｐ． １０５

（本稿は，平成３年度文部省科学研究費補助金による研究成果の一部である）

（５８１）


